
第 20 回対策本部会議 議事録

１ 開催日時 令和 3年 3月 12 日（金） 午後 4時 30 分～午後 4時 50 分

２ 開催場所 浦安市役所 災害対策本部室

３ 出 席 者

本部長：市長

副本部長：両副市長

本部員：教育長、総務部長、危機管理監、企画部長、財務部長代理、市民経済部長代理、

福祉部長、健康こども部長、環境部長、都市政策部長代理、都市整備部長、

会計管理者代理、消防長、教育総務部長、生涯学習部長、監査委員事務局長、

議会事務局長

（事務局）

健康こども部、総務部

４ 議 題

（１）状況報告

（２）その他

５ 議題の概要

（１）緊急事態宣言の延長及び感染者の状況、新型コロナワクチンの現状報告を行った。

（２）学校の部活動の再開及び公共施設の売店等の支援、施設の一般開放等について方向

性を確認した。

６ 会議経過

（１）状況報告

本部員：本日の市内染者数は 1 人で、７日間での 10 万人あたりの感染者数は 4.1 人。近隣

の市川市・船橋市・江戸川区ではステージ 3 以上の 15 人以上であり、船橋市が一

番多く 20.8 人だった。東京都では感染者数が 304 人、10 万人あたりは 13.8 人と

なっている。

本部長：経過を見ると下げ止まりな印象はあるが、警戒アラートの黄色の基準には未だ及ん

でいない。引き続き警戒が必要と感じている。



本部員：高齢者向け新型コロナウイルスワクチン接種に関する進捗状況について、千葉県よ

りワクチンの配布に関する正式な通知はまだ届いていない。現在調整している段階

では、本市にも 4 月中にごく少数ではあるが届くものと推察している。本市の 65

歳以上人口、約 3万人に対しての接種運営方法については引き続き検討を重ねてい

く。

副本部長：ワクチンが少量の場合は集団接種で行うことが難しい面もある。その他の方法も

含めて現在検討しているところ。方針が決まり次第報告する。

本部長：ワクチン接種期間中、公民館を一般開放できないことへの心苦しさが残る。その点

はどのように考えるか。

本部員：今のところはご理解をいただいているところであるが、接種スケジュールが未確定

であることから公民館運営の言及が難しいことは否めない。

本部長：接種スケジュールが未確定であるから調整が難しい。確定した段階で会場調整を含

め接種の運営方法をよく整理し、併せて生涯学習部と調整するようにお願いする。

ワクチン配布の開始時期の変動よっては、施設の一般開放もあり得る。臨機応変に

対応するようお願いする。

（２）その他

本部員：学校の部活動について、3 月 15 日（月）より再開したいと考えている。練習およ

び活動時間は、県のルールに則り平日は 90 分以内かつ 17 時とし、リスクの低い活

動から感染症対策を取って徐々に実施の方向でいる。当面は校内活動に限る。

本部員：子どもたちの行き場がない状況下で校長会からも要望があり、そのような方向性と

なった。市長の手紙からも、生涯学習関係の施設開放について寄せられる意見は多

い。即時対応は難しいが、検討を重ねる必要があると思われる。

本部長：それでは、当面学校に限っては部活動を再開すること。

本部員：斎場の売店について、コロナ禍の影響から減収の現状があるため、なんらかの対策

を取れないかと考えている。障がい者を雇用しているので、現在、行政財産使用料

について全額減免されているところだが、併設されている自動販売機の電気使用料



は費用を徴収していることから配慮できないか。

本部長：斎場に限らず、公園、文化会館、公民館等、他の公共施設においてもそういった影

響が出ているのではないか。

本部員：公民館や図書館などの自販機の売上は減収。業者からの申し出はまだない。

本部長：各施設再開時に市民サービスの低下につながる懸念もある。各部局において、行政

財産使用料の減免を考えられるものについての検討をお願いする。取りまとめは財

産管理課の方で、現在の売り上げ状況を踏まえて減免とするかしないか調査し、方

針を出すこと。

本部員：庁議で新型コロナウイルス感染症に係る市の主な取り組みを報告させていただいた。

その際に、令和 3年度に向けて継続の有無を整理するよう指示があったので、総務

部で取りまとめ、今後公表していく。

本部長：令和 3年度に向けて継続する取り組みとしない取り組みについて、国の制度も踏ま

え精査するようお願いする。

本部員：市長の手紙より、施設開放、特にスポーツ関係について、屋外スポーツにおいては

開放してほしいと要望が多く寄せられている。少年野球連盟、リトルシニア、サッ

カー、陸上等から要望書も提出されている状況。

本部長：来週の本市、近隣の状況を見て、また、市医師会や医療機関の意見を加味し、前倒

しが可能であればそのように対応することも考えているので、自治会、老人クラブ

も含めて施設再開の対応について部局で検討をお願いする。

本部員：次年度に向けて協議会等の総会開催について、団体の会長や副会長とヒアリングを

行っているところであるが、開催には後ろ向き。現在文化会館を押さえているが、

方法を詰めていく必要がある。

本部長：決算や役員会等の開催については、各団体の意向、市としての方針を決めた上で対

応をお願いする。

本部員：施設利用については、文化会館も公民館も特例があり、受け入れ態勢はできている

ため言っていただければ対応可能。



本部長：次回は緊急事態宣言解除に関することが議題と考えられる。日程については、次週

の木曜日か金曜日で調整を。

７ 決定事項

・ 学校の部活動は、3月 15（月）以降、感染症対策を十分に行ったうえで、リスクの低い

活動から徐々に実施する。

・ 公共施設の売店などの減収などを調査し、支援策ついて検討を行う。


